
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

1 開 会 

 

 

 

２ 協議事項 

（１） 幌延町教育大綱の策定について 

 

（２） その他 

 

 

 

３ 閉 会 

 

 

 

 

 

 

【配布資料】 

  資料 幌延町教育大綱（素案１～４） 

 

 

 

 



協議事項（１） 

    

幌延町教育大綱の策定について 

 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１条の３第２項の規定に基づき、幌延町

の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱を定めることについて、次の

とおり協議する。 

          

記 

 

 

 １ 幌延町教育大綱の策定について 


